
庄原市社協だより3月号 【Vol.155】

　第3回(テーマ：つながることで人も地域も元気)では、『“世帯”と“家族”は違う』と題して、一般社団
法人 トクノスクール・農村研究所 代表理事 徳野 貞雄 さんから人口流出が続き、核家族化が進む今、家
族や集落が都市で暮らす子ども達との関係性を考え直す『T型点検』の実践を通して家族間や集落と
の絆をどのように再生していくかなどについて講演をいただきました。
　第４回(テーマ：安心して暮らせる地域づくり)では、『これからの社会をつくる支え合いのコミュニティ
―と地域活動』と題して、公益財団法人 さわやか福祉財団 会長 堀田 力さんから支え合いの大切さに
ついて講演いただき、3名の方々から地域の暮らしを支える先進地の取り組みについて活動報告をし
ていただきました。

一般社団法人
トクノスクール・
農村研究所
代表理事
徳野 貞雄 さん

島根県雲南市 中野の里づくり委員会
集落支援人 石飛 真知子 さん

空き店舗を活用してサロンを運営。包
丁研ぎなど多彩な催しが暮らしを支え
ている。

山口県山口市　ＮＰＯ法人ほほえみの郷トイトイ
副理事長・事務局長 高田 新一郎 さん

拠点施設を中心に、ミニスパー・見守りサービス
など多彩な活動が暮らしを支えている。

公益財団法人
さわやか福祉財団
会長 堀田 力 さん

広島市安佐南区
運営団体ＧＯ郷・まつむね
代表 下田 彰 さん

井戸端サロンの運営を中心に暮
らしの困りごとを支援している。

P1･･･ みんな つながる地域交流会
P2･･･ 庄原市で暮らす。みんなが主役の一人ひとりの権利を守りたい。
P3･･･ 庄原市で暮らす。みんなが主役の一人ひとりの権利を守りたい。
P4･･･ 元気報告 (西城)
         リレーリポート “ここで暮らしたい！”

P5･･･小地域サロン紹介 (庄原・高野 )
P6･･･よろず相談・おでかけ応援隊寄付者紹介
　　   お礼・広告

P7･･･寄付者紹介
P8･･･地域のものがたり(比和)･ 広告

みんな つながる地域交流会
悩む・考えるから一歩・その先へ

広島市安佐南区
運営団体 ＧＯ郷・まつむね 代表 下田 彰 さん
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【契約について】
　本人が契約します。（初回相談から契約まで、１ヶ月程度かかります）

事業と事業を“つなぐ”支援

成年後見制度

　　福祉サービス利用援助事業かけはしから、

成年後見制度につなぐまでの支援をします。

福祉サービス利用援助事業かけはし

庄原市社会福祉協議会では、“暮らしたいところで安心して暮らす”、      　　　そんな“普通の権利”が守られる地域づくりをめざしています。

権利擁護サポート事業

２ 事業と事業を “つなぐ” 支援

　Q：かけはしの支援が難しい時は？
　A：例えば、認知症状が進み判断能力が低下している方の場合には、親族間での支援調
整や成年後見制度への移行手続きを社会福祉協議会が側面的支援を行い、支援体制が
できるまで“つなぎ”の支援を行います。

３ 成年後見制度
　高齢者や障がいのある方々が不利益にならないように権利を守るための制度です。こ
の制度は、法律によって権利が守られる仕組みです。
ご本人の判断・理解力などの程度により、権利を守るための支援者として、家庭裁判所
が補助人・保佐人・後見人を選任します。
社会福祉協議会では、法人としてこの制度に取り組み、利用者の権利擁護に努めています。

　庄原市社会福祉協議会では、権利擁護サポート事業を行っています。
◆この事業は、お金の管理や財産を守りながら、具体的な日々の支援や地域との関係づくり
も含めた支援をめざしています。
◆各事業の利用前・利用中・利用後にも、かわりなく権利が守られるよう、ご本人の自立支
援と共に、権利擁護に必要な支援を行います。
◆法人内を始め、関係機関や協力していただく関係者と良好な関係を保ち、「おたがいさま」
の精神を活かした活動を行います。

福祉サービス利用援助事業かけはし１
　日常生活において、自分一人で物事の判断に不安があり親族による支援が困難な方を
対象に、日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の管理のお手伝いを行
い、安心して暮らせるよう支援する事業です。

【対象者】
　認知症や障がいなどにより、自分一人で判断することに不安のある方で、かけはしの
契約行為を自らの能力でできる方
【支援内容】
①福祉サービスの利用支援
②日常的金銭管理（福祉サービスや医療費の支払い、生活費のお届け）
③通帳や印鑑、大切な書類などの預かり
※但し、③のみの利用及び現金の預かりはできません。
※支援は有料です。
（①②は 1,500 円 / 回、③は 1,500 円 / 月）

３

権利擁護サポート事業（庄原市補助事業）

１

【契約をやめたいとき、解約は？】
　　①本人の意思にもとづいて、やめることができます。
　　②本人の死亡や長期入院・施設入所で契約内容によ
　る支援を続けることが困難になった時。

　　③判断能力の低下により「かけはし」の利用につい
　て理解ができない時。

　　※③は、成年後見制度への移行が必要となります。

 　 家庭裁判所に申し立て後、親族・弁護士・司法書士・

社会福祉士・社会福祉協議会(法人)が後見人等に選

任されます。
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　山内自治振興区では、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることのできる地域づく
りをめざし、【集まりの場づくり・見守りの仕
組みづくり・支え合いの仕組みづくり】を住民
の自発的・主体的な活動として進めていくため
に、今年度“山内おたがいさま　ネット会議（協
議体）”を立ち上げました。
　山内地域での暮らしを

考えていく中で、「家族や介護保険サービスによる支援だけで
は担いきれない困りごとにはどのようなことがあるのだろう
か？」「まずは、地域の課題を知ることから始めよう」と 65
歳以上の全区民を対象に山内生活実態アンケートを実施して現
在、集計作業を行っています。
　今後“山内おたがいさまネット会議”において課題をまとめ、

“自分達（地域）でできること、”から取り組みを進めていきた
いと思っています。

リレー
リポート

　西城地域センター 元気報告

庄原地域
山内

自治振興区～ 地域の声を大切にした地域づくり ～

ここで暮らしたい！

比婆山周辺の魅力を案内する　比婆山伝説ガイド ・ ツイハラの会
　西城町の熊野地域には、日本最古の歴史書・古事記に登場する伊

い ざ な み の み こ と

邪那美命を葬ったと
される比婆山があります。その遙

よ う

拝
は い

所
し ょ

とされる熊野神社などは、1300 年もの歴史があ
り、年間を通して多くの人が訪れます。
　西城町の歴史的財産を「多くの人に知ってほしい、地元の人にも地域の宝を再認識す
るとともに地域の活性化につなげたい」と、平成 25 年に比婆山伝説ガイド・ツイハラ
の会を立ち上げ、現在は 22 名の会員で活動しています。
　子どもたちにも伝えていきたいと思い、ガイドの他に紙芝居の古事記・比婆山物語を
作成して学校や地域のサロンなどで上演しています。子どもたちから「初めて知った、
もっと知りたい、感動した」などと手紙をもらった時はとても嬉しく「やってよかった」
と思います。
　これからも歴史
を伝承していける
よう活動を続けて
いきたいと思って
います。

紙芝居を上演中（広島市） 比婆山　山中でのガイド
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　濁川楽生会サロン （庄原・濁川町）

　いきいきサロン（高野町岡大内）

～いろんな地域のサロン活動をご紹介します～

わたしの地
ま

域
ち

の小地域サロン

●活動を始めたきっかけ
　“小地域サロン”の活動が庄原市内に広まってきたと
いう話を聞き、私達の地域にもあればと思い、近所の
方々に声を掛け濁川老人会を中心に立ち上げました。
　今年４月で６年目を迎えます。
　濁川地区では、デイホームがすでに開催されていま
したが、特に男性の参加が少なかったので、社会参加を広めるためにもの思いから、男
性参加の声掛けに努めました。現在メンバーの半数近くが男性です。設立以来、参加者
が減ることもなく、みんなでワイワイ楽しんでいます。

●サロンのイチオシ
　参加者の年齢は上が 90 代、下は 70 代と幅広い仲間
の集まり場です。
　サロン開催に合わせ多種多様な資料持参で、戦争中の
話や各世代の生活の話など異世代の話題で交流を深め、
時間があっという間に過ぎます。
　ＣＤやレクリエーショングッズなども準備してはいま
すが、話が弾んで使わないこともしばしばで、今では終
了時間を延長しています。

●活動を始めたきっかけ
　平成 25 年 11 月、社協から“集まる場づくり”の話
を聞いて、地域で“集まる場所・顔が見える場所”が大
切と思い、サロンを立ち上げました。
　最初は、何をするのか、何かしなくてはいけないのか
と不安にも思いましたが、出かけること、みんなで顔を
見て話をすること、それがいいんだと分かりました。
　今年は、色々な内容を計画し、声かけあって集まりま
したが、問題は冬の集まり。冬は休

止しようかと不安に思っていたら、「みんなと話ができることが元気
の秘訣」「集まろう」の声に励まされ、少人数でも楽しく続けています。

●サロンのイチオシ
　特別なことは何もありませんが、顔を見て話をしていると、それだ
けで大笑いになり、帰る時は何倍も元気をもらっています。
　71～ 92 歳までと年齢も幅があり、持っている“知恵袋”も様 ・々・。
　地域でつながる喜びを、次へとつなげられるように、いつまでも“い
きいき”と集まりたいと思っています。
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広島弁護士会所属（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所

https://www.miuramitsutaka-law-office.com/

弁護士　三 浦  益 隆

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣　レッツ様2階 ☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

■ 離婚・相続などのご家庭の問題
■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務
■ その他法律業務全般・訴訟代理

業務内容

　相談は無料で、24 時間 365 日職員が
対応しています。なお、夜間から早朝（緊
急時等）は、下記の専用電話にご連絡い
ただくと担当者に取り次ぎます。

　　　  ☎０８０ｰ５２３９ｰ４０８５

●法律相談（弁護士相談）
※予約制でお一人の相談時間は 30 分以内です。
日時：４月６日（金）12：45 ～ 15：45　
場所：庄原市ふれあいセンター
　　　（庄原市西本町四丁目 5－26）
相談内容：賃貸に関するトラブル、交通事故、相続、

離婚、借金問題、消費者トラブルなど
●司法書士相談
※予約制でお一人の相談時間は 45 分以内です。
日時：４月 18 日（水）13：00 ～ 16：00　
場所：庄原市ふれあいセンター
　　　（庄原市西本町四丁目 5－26）
相談内容：不動産の名義変更、相続登記・遺言、

借金の整理、成年後見、会社の登記、
簡易裁判所訴訟代理など

その他の相談にも応じています。お近くの各地域
センターまでお問い合せください。

緊急時等
専用電話

地域福祉課 ☎ （０８２４）７２－７１２０

よ ろ ず 相 談 の ご 案 内

  庄原地域
つむら動物病院 様
㈱マルサン 様
風龍 様
匿名 様（2 口）
匿名 様
ダイハツ広島㈱ 庄原店 様

  総領地域
秋山 義治 様

　ご協力いただいた皆さま、ありがとうございます。

外出支援事業 おでかけ応援隊協力寄付
2月1日から2月28日までの間に、

ご協力いだいた皆さまです。

　先月号でご紹介したリクライニング車いす、
シャワーチェアの寄贈について、山内 文雄 会長
から長島 博之 支配人（写真右）に感謝の意を伝え
ました。
　これからも、地域福祉・在宅福祉の向上に努め
ていきます。

庄原カントリークラブ様
　　　　　　  ありがとうございました。

お礼

ＮＰＯ法人　リョービ社会貢献基金
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山
岡
　
祐
壮 

様

母
　
　
八
野
　
文
子 

様
　
　
上
原
町
　
八
野
　
孝
文 

様

父
　
　
坂
本
　
虎
雄 

様
　
　
市
　
町
　
藤
井
　
清
香 

様

父
　
　
藤
木
　
賢
三 

様
　
　
本
郷
町
　
藤
木
　
豊
明 

様

母
　
　
三
上
ア
ヤ
子 

様
　
　
尾
引
町
　
三
上
　
信
夫 

様

母
　
　
前
岡
キ
ミ
ヱ 

様
　
　
川
北
町
　
前
岡
　
清
人 
様

【
西
　
城
】

父
　
　
横
山
　
　
理 

様
　
　
入
　
江
　
横
山
　
隆
視 

様

父
　
　
高
田
　
　
務 

様
　
　
　
栗
　
　
高
田
　
正
春 

様

義
父
　
吉
方
　
俊
晴 

様
　
　
八
　
鳥
　
木
村
　
数
彦 

様

父
　
　
竹
延
　
二
郎 

様
　
　
熊
　
野
　
竹
延
　
秀
樹 

様

【
東
　
城
】

妻
　
　
入
江
実
千
惠 

様
　
　
東
　
城
　
入
江
　
康
人 

様

父
　
　
今
岡
　
　
荘 

様
　
　
粟
　
田
　
今
岡
　
昭
子 

様

父
　
　
田
辺
　
武
美 

様
　
　
小
奴
可
　
田
辺
　
尊
美 

様

前
住
職
　
貝
崎
　
正
典 

様
　
　
　
森�

雲
龍
寺 

様	

�

匿
名 

様

【
口
　
和
】

夫
　
　
舛
原
　
孝
行 

様
　
　
湯
　
木�

舛
原
　
順
子 

様

妻
　
　
岡
崎
五
月
子 

様
　
　
永
　
田�

岡
崎
　
敏
男 

様

母
　
　
平
田
　
菊
江 

様
　
　
永
　
田�

平
田
　
京
子 

様

母
　
　
岡
田
ツ
ユ
子 

様
　
　
永
　
田�

岡
田
　
閣
眞 

様

大
叔
母
　
三
上
ミ
チ
ヱ 

様
　
　
金
　
田�

三
上
　
昭
文 

様

【
高
　
野
】

母
　
　
前
田
カ
メ
ヨ 

様
　
　
和
南
原�

前
田
　
　
豊 

様

【
比
　
和
】

兄
　
　
山
中
　
　
薫 

様
　
　
三
河
内�

山
中
　
　
隆 

様

母
　
　
作
本
ミ
チ
ヱ 

様
　
　
三
河
内�

作
本
　
政
美 

様

夫
　
　
稲
里
　
繁
穂 

様
　
　
三
河
内�

稲
里
　
光
枝 

様

夫
　
　
橋
本
　
圭
司 

様
　
　
森
　
脇�

橋
本
　
裕
美 

様

兄
　
　
堀
江
　
正
毅 

様
　
　
森
　
脇�

堀
江
　
千
利 

様

【
総
　
領
】

母
　
　
信
清
イ
サ
エ 

様
　
　
下
領
家�

信
清
俊
之
助 

様

玉
串
料
返
し
に
か
え
て

�

（
故
人
名
・
寄
付
者
住
所
・
氏
名
）

【
庄
　
原
】　

夫
　
　
加
筑
　
　
覚 

様
　
　
川
手
町�

加
筑
　
祥
子 

様

母
　
　
加
筑
美
矢
子 

様
　
　
川
手
町�
加
筑
　
祥
子 

様

見
舞
い
返
し
に
か
え
て

�

（
寄
付
者
住
所
・
氏
名
）

【
庄
　
原
】　

東
本
町�

寺
岡
　
達
子 

様

新
庄
町�

奥
　
　
鈴
香 

様

上
原
町�

廣
光
　
敏
則 

様

川
北
町�

藤
井
　
　
勝 

様

【
口
　
和
】　

湯
木�

長
里
　
早
月 

様

大
月�

西
中
　
公
治 

様

お
祝
い
返
し
に
か
え
て

�

（
寄
付
者
住
所
・
氏
名
）

【
口
　
和
】　

永
　
田�

柄
松
　
　
崇 

様

ご
結
婚
祝
い
の
一
部
を
ご
寄
付
い
た
だ
き

ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
　
般
　
寄
　
付

�

（
寄
付
者
住
所
・
氏
名
）

【
東
　
城
】

川
　
西�

山
添
　
好
子 

様

小
奴
可�

池
田
　
範
行 

様

	

皆さまからの寄付金（香典返し・見舞い返し・一般寄付等）や会員会費は、市内の地域福祉事業に、貴重な財源として活用し
ています。今後ともご支援の程よろしくお願いいたします。（※介護保険事業等の収益性のある事業には一切充当しておりません）

次の方々より社会福祉事業に善意をお寄せいただきました。
ここに、ご芳名を報告させていただきますとともに、心よりお礼申しあげます。
本会への寄付金は、所得税・法人税・県民税の寄付金控除が受けられます。
ご不明な点は、お近くの各地域センターまでお問い合せください。
なお、今回は2月１日から2月28日までの受付の方を掲載いたしました。（順不同）
　　※寄付者ご本人の承諾のもと氏名等を掲載しております。

ありがとう
ございます

寄付者紹介
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シンセイアート株式会社
平成30年３月20日

●レポーター名　比和町にお住まいの

                        深川 尚子さん

業務のご案内業務のご案内
●不動産の名義変更
●相続登記・遺言
●借金の整理

●成年後見
●会社の登記
●簡易裁判所訴訟代理等

（訴訟代理権認定第524014号）（司法書士登録番号828号）

詳しくはホームページに記載しています。
庄原　司法書士 検索

広島北部司法事務所
新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号  TEL0824-72-2315（要予約）

平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

広島県庄原市是松町5020番40　TEL0824-72-0561
0120ｰ184ｰ268

住まいの事なら何でもご相談下さい。

住まいの修理、新たなご提案、施工、
アフターケアまで地元ならではのフット
ワークで、皆さまの大切なお住まいを
より快適にするお手伝いをしています。

比和を楽しみたい！

ふか　がわ なお　こ

　比和へ来て3年が経ち、4人の子ども達もすっかり“比和っ子”となりました。
　手づくりピザを焼いたり、そば打ちやそうめん流し、竹でおこわを炊いたり、味噌やこ
んにゃくづくり。また川遊び、鮎のつかみ取り、昆虫採集、満天の星空に流れ星、大雪で
ソリ滑りにかまくらづくり等々…色々な方と一緒に、ここでしかできないことをたくさん
経験させていただきました。

　子ども達も、地域のつながりが強いからこそ、
“人を信じること・助け合うこと”を自然と教えて
もらっています。
 子ども達が進学・就職で比和を離れても、また
戻ってきたいと思えるように、これからも多くの
方々と一緒に比和を楽しみたいです♪

ご家族の写真（ご本人・左上）

比和のママたちと手づくりピザ会


